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介護老人保健施設シルバーケアセンター（居宅介護支援）      

重要事項説明書 
 

１． 事業の目的と運営方針 

  要介護状態にある方に対し、適切な居宅介護支援を提供することにより、要介護状態の改善、

身体機能の維持等を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。 

  また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの 

提供に努めます。 

 

２．介護老人保健施設シルバーケアセンター居宅介護支援事業所の概要 

（１）居宅介護支援事業者番号及びサービス提供地域 

事 業 所 名 

地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 

介護老人保健施設シルバーケアセンター 

 

特別養護老人ホーム東総園 所 在 地 千葉県旭市イの１３０７番地 

介護保険指定事業者番号 １２７２０００７５１ 

 サービスを提供する地域 旭市 

（２）事業所の従業者 

 業務内容 常勤 非常勤 

管理者 

主任介護支援専門員 

 

事業所の管理・運営全般 

居宅介護支援に関する業務 
富井良明（介護福祉士）  

主任介護支援専門員 居宅介護支援に関する業務 齋藤裕子（看護師）  

 

３．窓口開設時間 

平 日 （ 月 ～ 金 曜 ） 

８：３０ ～ １７：１５ 

介護老人保健施設シルバーケアセンター 

０４７９－６３－２３８２（事務室） 

営業しない日 土・日・祝日・年末年始(１２月２９日～１月３日) 

 

４．市町村への届け出 

 この居宅介護支援を受ける際には、その旨を市町村に届け出て、被保険者証に記載する必要

があります。具体的な手続きは、担当の介護支援専門員にご相談下さい。 

 

５．サービス内容 

 ① 居宅サービス計画の作成 

 ② 居宅サービス事業者との連絡・調整 

 ③ サービス実施状況の評価 

 ④ 利用者状態の把握 

 ⑤ 給付管理 

 ⑥ 要介護認定申請に対する協力・援助 

 ⑦ 相談業務 



６.居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．利用料金 

  

 

 
利用申し込みの受付 来所及び電話で受付けます。 

利用者の実態把握 

計画の作成にあたっては、利用者の有している能力、提供

を受けているサービス等、その置かれている環境等が自立

した日常生活を営むことが出来るよう支援し、解決すべき

課題を把握します。 

課 題 分 析 地域サービス 

情報の提供 

サービスの内容、利用料等の情報について説明

し、サービスを選択することが可能となるよう

支援します。 

居宅サービス計画の

原案作成 

利用者及びその家族のサービス希望並びに把握された課題に

基づき、サービスが提供されるよう目標、達成期間、サービス

を提供する上での留意点を盛りこんだ計画の原案を作成しま

す。利用者は、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所に

ついて、複数の事業所の紹介を求めることができます。 

また、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めること

ができます。 

サービス担当者会議

の実施 

計画の原案にあげられたサービス担当者を招集して会議を行

い専門的な見地から意見を求め、サービス内容を協議し、利用

者の意向をふまえたサービスを提供します。 

利用者への説明と 

同意の確認 

計画の原案に位置付けたサービスについて、その内容、利

用料その他の事項について説明を行います。 

サービス実施状況の

把握と評価 

サービス事業者との連携及びサービスの実施状況の把握を

継続的に行い、利用者及びその家族の利用状況を評価し、

必要に応じて計画の変更、事業者との連絡調整等を行いま

す。 

《居宅訪問》  サービス実施状況の内容と利用者の状況把握のため、支援 

の程度に応じて居宅に訪問いたします。 

※サービス提供事業者も定期的に訪問します。 

《入所施設の紹介》    利用者がその居宅生活を営むことが困難になったと認める 

場合、又は利用者が施設への入院又は入所を希望する場合 

には、施設等の紹介を行います。 

《医療機関への入院》 当事業所は、医療機関との早期の連携促進をすすめています。病院

や診療所に入院する必要が生じた場合は、担当の介護支援専門員

の氏名および連絡先を、入院先の医療機関にすみやかにお伝えい

ただくように、お願いいたします。 

なお、日頃から、介護支援専門員の連絡先（名刺等）を介護保険被

保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管する

ことをお願いいたします。 



（１）利用料 

  要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので、利用者負担はあり

ません。 

【基本報酬】 

介護支援専門員 

1人当たりのご利用者人数 
要介護度 ※単位（1ヶ月あたり） 

45人未満の場合 
要介護1・2 1,086単位 

要介護3・4・5 1,411単位 

 ※同一建物に移住する利用者へのマネジメントの際は、所定単位数の95％を算定 

【加算】 

加算名等 介護報酬単位 算定回数、要件等 

初回加算 300単位 

新規に居宅サービス計画を作成する場合（要支援

者が要介護認定を受けた場合、要介護状態区分が

２区分以上変更された場合を含む） 

入院時情報 

連携加算（Ⅰ） 
250単位 

利用者が入院した日のうちに、医療機関の職員に

対して介護支援専門員が必要な情報を提供した場

合 

入院時情報 

連携加算（Ⅱ） 
200単位 

利用者が入院してから２日以内に、医療機関の職

員に対して介護支援専門員が必要な情報を提供し

た場合 

退

院

・

退

所

加

算 

カンファレンス 

参加 無 

連携1回 450単位 医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サ

ービスを利用する場合において、退院・退所にあた

って医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関

する必要な情報を得た上でケアプランを作成し、

居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合 

 

連携2回 600単位 

カンファレンス 

参加 有 

連携1回 600単位 

連携2回 750単位 

連携3回 900単位 

通院時情報 

連携加算 
50単位 

利用者が病院又は診療所において医師の診察を受

ける時に介護支援専門員が同席し、医師等に対し

て心身の状況や生活環境等に係る必要な情報の提

供を行うとともに、医師等から必要な情報を受け

た場合（１月に1回を限度） 

緊急時等居宅 

カンファレンス 

加算 

200単位 

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療

所の職員と共にご利用者様の居宅を訪問し、カン

ファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等

の利用調整を行った場合（１月に２回を限度） 

ターミナル 

ケアマネジメント 

加算 

400単位 

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療や

ケアの方針に関する当該利用者又は、その家族の

意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14

日以内に２回以上、当該利用者又はその家族の同

意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者

の心身の状況等を記録し、主事の医師及び居宅サ

－ビス計画に位置付けた居宅サ－ビス事業所に提

供した場合 

（２）交通費 

   サービスを提供する地域にお住いの方は無料です。 

 



（３）その他 

   複写物の請求に関しての料金は1枚10円です。 

 

８．守秘義務に対する対策 

事業者の担当者及び退職者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を 

第三者に漏らしません。 

 

 

９．利用者の尊厳 

  利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するように 

努めます。 

 

 

10．緊急時及び事故発生時の対応 

（１）利用者に対するサービスの提供の際に利用者の病状に急変があった場合には、医師の

指示を受け、必要により最寄りの救急病院等に搬送する等の措置を講ずると共に、家族

及び関係機関に連絡を行うものとします。 

（２）利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者又は 

家族及び関係機関等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとします。また、

賠償すべき事故が発生した場合は、できる限り速やかに賠償を行うものとします。 

  

11. サービス内容に関する苦情  

（１）利用者からの相談又は苦情に対応する窓口 

担当者名  富井 良明 （管理者） 

電  話    ０４７９－６３－２３８２ 

（２）その他 

     当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口等に伝えることができます。 

    旭 市 高齢者福祉課    

電  話  ０４７９－６２－５３０８ 

     

 

12. 業務継続計画の策定 

   事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援事業の提供

を継続的に実施する為、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当

該事業継続計画に従い必要な措置を講じます。又、介護支援専門員に対し、業務継続計画につ

いて周知すると共に必要な研修及び訓練を実施するよう努めます。 

 

13.  感染症の予防及び蔓延の防止の為の措置 

   事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を開催し、指針の

整備をします。介護支援専門員に対し、感染症の予防及び蔓延防止の為の研修及び訓練を実施

します。 

 

14. 虐待防止 

   事業所は、虐待発生又はその再発を防止する為、事業所における虐待防止のための対策を検討

する委員会を開催すると共に、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ります。 

 

 

 



15．当事業所の概要 

名 称     地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 

介護老人保健施設シルバーケアセンター 

施 設 長          村上 信乃 

所 在 地      千葉県旭市 イの１３０７番地 

電 話      ０４７９－６４－０２２２ 

  併 設 事 業    ・介護老人保健施設 

            ・短期入所療養介護 

・予防短期入所療養介護 

・通所リハビリテーション 

・予防通所リハビリテーション 

 

 

居宅介護支援の利用にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項の説明を

行いました。 

  

               所在地  千 葉 県 旭 市 イ の １ ３ ０ ７ 番 地 

                     

事業者  地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 

               介護老人保健施設シルバーケアセンター                         

施  設  長    村 上  信 乃 

（指定番号 千葉県 １２７２０００７５１） 

               

説明者  介護支援専門員登録番号   

 

氏名                   印 

              

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から居宅介護支援についての重要事項の説明を受けました。 

 

令和  年  月  日 

 

利用者  住所 

 

氏名                       印 

 

 

代理人   住所 

 

氏名                       印 

 

利用者との関係 

 

 

 

 

 

 


